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D-505 末梢血液像（回数） 

 

《令和 7 年 3 月 6 日新規》  

 

○ 取扱い 

 原則として、末梢血液像は 1日 1回を超える算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 白血病などの造血器腫瘍に対する化学療法中の患者を含め、同日に複数

回の末梢血液像を必要とするような変動をきたす病態は一般臨床上考え

にくいことから、原則として 1日 1回を超える算定は認められないと整理

した。 

 


